
 

国立大学法人大分大学物品貸付取扱細則 
平成２８年４月１日制定 
平成２８年細則第２１号 

 
（趣旨） 

第１条 この細則は，国立大学法人大分大学固定資産管理規程（平成１９年規程第１９号。以下

「規程」という。）第２０条の規定により，国立大学法人大分大学（以下「法人」という。）の

職員及び学生以外の者に対する，法人所有の物品の貸付けに関し必要な事項を定める。 
 

（定義） 

第２条 この細則において物品とは，次の各号に掲げるものをいう。 
（１） 規程第３条第１項に規定する有形固定資産のうち，機械装置，工具器具備品又は美術

品・収蔵品 
（２） 規程第４条に規定する少額資産 

 
（物品の貸付けができる範囲） 

第３条 物品の貸付けができる範囲は，次の各号に掲げるものとする。 
（１） 国，地方公共団体，国立大学法人及び独立行政法人 
（２） 教育・研究を目的とする法人及び団体 
（３） 職員の福利厚生を目的とする法人及び団体 
（４） 民間企業の研究機関 
（５） その他学長が貸し付けることができると認めるもの 

 
（貸付期間） 

第４条 物品の貸付期間は１年を限度とする。ただし，学長が，特別の理由があると認めるとき

は，この限りでない。 
 

（貸付条件） 
第５条 物品を貸し付ける場合は，物品の貸付けを受けた者（以下「借受人」という。）に対し，

次の各号に掲げる条件を付さなければならない。 
（１） 借受人は，物品の引渡し，維持，修理及び返納に要する費用を負担すること。 
（２） 借受人は，物品を善良な管理者の注意をもって管理すること。 
（３） 借受人は，許可の取消し若しくは変更が行われた場合又は使用期間が満了した場合に

おいて，物品に投じた修繕費等の必要経費その他の費用を請求しないこと。 
（４） 借受人は，物品を転貸し，又は担保に供しないこと。 
（５） 借受人は，物品を貸付目的以外に使用しないこと。 
（６） 借受人は，物品の使用場所が指定された場合において，指定された場所以外で使用し

ないこと。 
（７） 借受人は，物品の貸付期間満了の日までに，指定の場所に返納すること。 
（８） 借受人が，貸付条件に違反したとき，又は法人において貸付物品を必要としたときは，



速やかに返納すること。 
（９） 借受人は，物品を亡失又は損傷したときは，直ちに詳細な報告書を学長に提出し，そ

の指示に従うとともに，その原因が天災，火災又は盗難に係るものであるときは，当該

亡失又は損傷の事実又は理由を証する関係官公署が交付する証明書を添付すること。 
（１０） 借受人は，物品を亡失又は損傷したときは，相当の弁償をすること。 
（１１） 学長は，貸付物品について随時に実地調査し，若しくは所要の報告を求め，又は当

該物品の維持，管理及び返納に関し必要な指示をすることができること。 
（１２） 借受人は，物品を借り受けたときは，直ちに物品借受書を提出すること。 
（１３） 借受人は，物品の写真撮影及び複製をしてはならない。ただし，学長が特に認める

場合はこの限りでない。 
２ 学長は，借受人に対し，法人を受取人とする損害保険契約を締結させることその他の必要と

認められる条件を付することができる。 
 

（貸付手続） 
第６条 物品の貸付けを受けようとする者は，原則として使用予定の１か月前までに物品貸付申

請書（様式第１号）を，規程第７条第２項に規定する資産管理役等に提出しなければならない。 
２ 貸付料が５００万円未満となる場合は，貸付けを受けようとする者に対し，物品貸付許可書

（様式第２号）を交付するものとする。 
３ 貸付料が５００万円以上となる場合は，貸付けを受けようとする者と契約を締結するものと

する。 
４ 借受人は，法人に対し，物品借受書（様式第３号）を提出しなければならない。 
 

（貸付料及び延滞金） 
第７条 物品の貸付けは，原則として有償とし，その貸付料の算定基準は別表のとおりとする。 
２ 借受人は，法人の発行する請求書により，指定期日までに貸付料を納めなければならない。 
３ 借受人が指定期日までに貸付料を支払わないときは，借受人に対し，国立大学法人大分大学

債権管理事務取扱細則（平成１６年細則２３号）第１７条に規定する率で計算した金額を，延

滞金として請求するものとする。 
 

（貸付料の返還） 
第８条 法人は，借受人自身の都合により借受けを取り止めた場合又は借受人の責に帰すべき事

由により法人が貸付けの許可を変更又は取り消した場合は，納入された貸付料を返還しない。 
２ 法人の都合により貸付けの許可を変更又は取り消した場合は，当該年度の貸付料について返

還されるまでの日割（１年は３６５日とする。端数切り捨て。）で計算した額を返還する。 
 

（無償貸付） 
第９条 第７条第１項の規定にかかわらず，次の各号に掲げる場合は，当該物品を無償で貸し付

けることができる。 
（１） 教育・研究に供することを目的として，第３条第１項第１号に規定するものに貸し付

ける場合 



（２） 第３条第１項第３号に該当するものに貸し付ける場合 
（３） 職員と共同で研究を行う場合 
（４） その他学長が必要と認める場合 

 
（貸付物品の亡失又は損傷） 

第１０条 借受人は，貸付物品を亡失し，又は損傷した場合は，その損害を弁償しなければなら

ない。ただし，学長が認める場合はこの限りでない。 
 
 （雑則） 
第１１条 この細則に定めるもののほか，物品貸付けの取扱いに関し必要な事項は，別に定める。 
 

附 則 
この細則は，平成２８年４月１日から施行する。 

 
 



様式第１号（第６条関係） 
 

  年  月  日 
 

物品貸付申請書 
 

国立大学法人 
大 分 大 学 長  殿 

   
住 所 

申請者 機 関 名 
代表者名            印 

 

 

下記のとおり物品の貸付けを受けたいので申請します。 

 

記 

 
１ 貸付けを受けようとする物品名及び数量 
 

 

２ 使用期間 

  年  月  日 から   年  月  日 まで 

 

３ 使用目的 

 

 

４ 使用場所 

 

 

５ その他特記事項 

 



様式第２号（第６条関係） 
 

  年  月  日 
 

物品貸付許可書 
 

○○○○○ 
○○○○○  殿 

   
国立大学法人大分大学長 

○ ○ ○ ○   印 
 

 

物品の貸付けついては，下記により許可します。 

 

記 

 
１ 貸付物品名及び数量 
 

 

２ 貸付期間 

  年  月  日 から   年  月  日 まで 

 

３ 貸付目的 

 

 

４ 使用場所 

 
 
５ 使用料金 

           円 

（上記の料金を，別に発行する請求書により，指定期日までに支払うこと。） 
 
６ 貸付条件 

裏面記載の貸付条件を遵守すること。 

 



（裏） 

（経費の負担） 
第１ 貸付許可を受けた者（以下「借受人」という。）は，借受けた物品（以下「物品」という。）

の引渡し，維持，修理及び返納に要する費用を負担しなければならない。 

（善管注意義務） 
第２ 借受人は，物品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

（修繕費等の請求権の放棄） 
第３ 借受人は，許可の取消し若しくは変更が行われた場合又は使用期間が満了した場合におい

て，物品に投じた修繕費等の必要経費その他の費用を請求しないものとする。 

（転貸等の禁止） 
第４ 借受人は，物品を転貸し，又は担保に供してはならない。 

（目的外使用の禁止） 
第５ 借受人は，物品を貸付目的以外に使用してはならない。 

（指定場所外使用の禁止） 
第６ 借受人は，物品の使用場所が指定された場合は，指定された場所以外で使用してはならな

い。 

（物品の返納） 
第７ 借受人は，物品の貸付期間満了の日までに，指定の場所に返納しなければならない。 

（許可の取消し又は変更） 
第８ 借受人が，貸付条件に違反したとき，又は法人において貸付物品を必要としたときは，速

やかに返納しなければならない。 

（亡失等の報告） 
第９ 借受人は，物品を亡失又は損傷したときは，直ちに詳細な報告書を学長に提出しその指示

に従うとともに，その原因が天災，火災又は盗難に係るものであるときは，当該亡失又は損

傷の事実又は理由を証する関係官公署が交付する証明書を添付しなければならない。 

（弁償責任） 
第１０ 借受人は，物品を亡失又は損傷したときは，相当の弁償しなければならない。 

（実地調査等） 
第１１ 学長は，貸付物品について随時に実地調査し，若しくは所要の報告を求め，又は当該物

品の維持，管理及び返納に関し必要な指示をすることができる。 

（物品借受書の提出） 
第１２ 借受人は，物品を借り受けたときは，直ちに物品借受書を提出しなければならない。 

（写真撮影等の禁止） 
第１３ 借受人は，物品の写真撮影及び複製をしてはならない。ただし，学長が特に認める場合

はこの限りでない。 

（損害保険の加入等） 
第１４ 法人を受取人とする損害保険契約を締結させる等の条件が付された場合は，借受人はそ

の条件に従わなければならない。 
 



様式第３号（第６条関係） 
 

  年  月  日 
 

物品借受書 
 

国立大学法人 
大 分 大 学 長  殿 

   
住 所 
機 関 名 
代表者名            印 

 

 

下記のとおり物品を借り受けました。 

 

記 

 
１ 借受物品名及び数量 
 

 

２ 借受期間 

  年  月  日 から   年  月  日 まで 

 

３ 遵守事項 

貸付条件を遵守します。 

 

 



別表（第７条関係） 
 
物品の貸付料算定基準 

法定耐用年数を経過していないもの 貸付基礎額 ＝（取得金額 －１０％） ÷ 法定耐用年数 

法定耐用年数が経過しているもの 貸付基礎額 ＝ 取得金額 × １０％ ÷ 法定耐用年数 

注１ 貸付料は，貸付基礎額に消費税相当額を加算した金額とする。 
注２ 貸付料の計算において，１円未満の端数は切り捨てるものとする。 
注３ 貸付期間が１年未満の場合は，貸付期間に応じて日割り計算した額とする。 
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